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特
別
償
却
と
損
益
計
調
。
歪
1
4

第
八
十
七
巻

O 
/¥. 

第

号

/、

特
別
償
却
と
損
益
計
算
の
歪
み

1
l
!そ
の
調
整
方
法
に
つ
い
て
の
山
下
教
授
試
案
に
闘
連
し
て
『
|
|

高

寺

貞

男

わ
が
国
で
は
租
税
政
策
巴
一
手
段
で
あ
る
特
別
償
却
制
度
は
、
戦
時
中
〔
一
九
三
九
年
四
月
か
ら
一
九
四
六
年
三
月
ま
で
)
と
戦
後
ハ
一
九

豆
一
年
四
月
か
ら
現
在
ま
で
)
を
通
算
す
る
と
、
す
で
に
一
七
年
に
ゐ
よ
ぶ
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て

と
の
問
特
別
償

却
制
度
を
利
用
L
た
企
業
は
大
企
業
を
中
心
と
し
て
か
た
り
の
数
に
白
ぼ
る
が
、
こ
の
場
合
特
別
償
却
制
度
の
特
典
主
享
受
し
た
企
業

が
そ
臼
全
長
会
千
に
お
い
亡
沿
こ
な
う
べ
き
会
計
処
理
(
以
下
「
特
別
償
却
の
会
計
処
理
」
と
い
う
〉
に
関
す
る
ん
E
ト
卦
和
小
俳
か
い
か
長

近
は
最
近
士
で
ほ
と
ん
ど
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

と
乙
ろ
が
、

ア
メ
リ
カ
で
は
右
の
よ
う
な
接
近
は
、
特
別
償
却
制
度
が
「
五
カ
年
特
別
償
却
」
と
し
て
一
九
四

O
年
に
実
施
さ
れ
は

じ
め
て
か
ら
二
年
後
に
、
す
で
に
開
始
さ
れ
、
モ
の
後
実
態
調
査
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
理
論
的
研
究
が
一
貫
し
て
か
さ
ね
ら
れ
て
き
て

H
私
。
モ
し
て
‘
特
別
償
却
の
会
計
処
理
に
か
ぎ
つ
亡
み

τも
、
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
会
計
千
続
委
員
会
の
『
ア
カ
ウ
ン
テ
{

y
グ
・
リ
サ
1
干
・
プ
レ
テ
ィ
ン
』
干
全
米
原
価
会
計
人
協
会
/
レ
テ
ィ
ン
中
の
「
リ
サ
ー
チ
・
シ
リ
ー
ズ
」
も
数
回
発
表
さ
れ
て
い
る
。



で
は
、
特
別
償
却
白
会
計
処
理
へ
の
接
近
に
お
け
る
右
む
よ
う
在
日
米
両
国
間
の
い
ち
じ
る
し
い
差
異
は
ど
う
し
て
生
じ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
と
で
、
会
計
原
則
運
動
に
治
け
る
日
本
の
後
進
性
に
答
え
を
求
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
が
、
も
っ
と
も
現
実
的
な
盟

由
は
税
務
会
計
白
減
価
償
却
と
企
業
会
計
白
減
価
償
却
と
の
量
的
関
係
が
日
米
両
国
で
こ
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
潜
ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
周
知
白
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
つ
ぎ
白
よ
う
に
税
務
減
価
償
却
は
企
業
減
価
償
却
に
原
則
と
し
て
一
致
す
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
、
「
申
告
書
調
整
」
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い

h
o
(た
だ
し
、
企
業
減
価
償
却
が
税
法
が
さ
だ
め
た
段
高
限
度
目
円
償
却
範
囲
額
を

こ
え
た
場
合
に
は
、
か
か
る
償
却
超
過
額
は
申
告
書
に
お
い
て
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

「
納
税
義
務
あ
る
法
人
は
-
:
:
-
モ
白
確
定
し
た
決
算
に
廿
却
さ
当
該
事
業
年
度
目
課
税
標
準
た
る
所
得
金
額
及
び
当
該
所
得
に
対
す
る

法
人
税
額
を
一
記
載
し
た
申
告
書
を
政
府
に
提
出
し
た
け
れ
ば
な
ら
左
い
。
」
(
法
人
税
法
第
十
λ
条
、
第
二
十
一
条
)
「
『
そ
の
確
定
し
た
決
算

に
基
く
申
告
』
と
は
、
株
主
総
会
の
承
認
又
は
総
社
員
白
周
青
山
を
得
た
計
算
書
類
を
基
礎
と
し
て
中
告
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
申
告
に

当
っ
て
次
の
よ
う
な
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
。

付

減
価
償
却
の
金
碩
は
、
原
則
と
し
て
株
主
総
会
の
承
認
又
は
総
社
員
白
同
意
を
得
た
金
額
に
限
る
の
で
あ
る
か
ら
申
告
書
に

治
い
て

減
価
償
却
の
金
額
を
増
減
す
る
己
と
は
で
き
た
い
。
」

(
恭
本
通
達
三
一
五
)

こ
り
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
税
務
減
価
償
却
が
企
業
減
価
償
却
と
一
致
す
る
こ
と
を
税
法
が
要
求
し
て
い
る
か
ら
、
企
業
が
特
別
償

却
制
度
の
特
典
主
享
受
せ
ん
と
す
る
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
よ
う
に
日
由
に
減
価
償
却
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
特
別

償
却
制
度
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
償
却
額
(
以
干
「
特
別
償
却
額
」
と
い
う
)
を
あ
ら
か
じ
め
企
業
会
計
に
計
上
し
て
ゐ
か
ね
ば
友
ら
な

い
の
で
あ
る
。

こ
白
場
合
、

普
通
償
却
相
当
額
と
特
別
償
却
額
が
普
通
償
却
相
当
額
を
こ
え
る
部
分
〈
以
下
「
特
別
償
却
超
過
額
」
と
い

う
)
と
を
分
離
計
上
す
る
こ
と
は
な
ん
ら
差
支
え
た
い
。
税
務
当
局
は
、

戦
後
特
別
償
却
制
度
が
再
発
足
し
た
当
時
に
治
い
て
は
、
判

特
別
償
却
と
損
益
計
算
の
主
み

第
八
十
じ
巻

n 
九

第
三
号

九



特
別
償
却
、
と
損
益
計
算
。
在
み

第
八
十
七
巻

くコ

第
一
号

。

別
償
却
超
過
帽
闘
を
普
通
償
却
栖
当
積
と
と
も
に
製
造
原
価
に
算
入
す
る
こ
と
を
強
制
し
て

W
た
が
、
企
業
側
の
要
望
ー
ー
た
と
え
ば
、

-
九
五
二
年
一

O
月
二
二
日
の
関
西
経
済
連
合
会
「
耕
別
償
却
の
原
仰
外
損
失
に
関
す
る
意
見
」
ー
ー
ー
に
し
た
が
い
、
特
別
償
却
趨
過

額
を
「
原
価
に
算
入
せ
し
め
る
と
、
排
例
の
効
果
が
モ
れ
だ
け
減
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
と
で
若
干
の
論
議
は
あ
る
に
し
て
も
、

特
例
で
あ
る
点
を
重
視
し
て
」
一
九
五
三
年
五
月
白
棚
卸
資
産
評
価
の
改
正
通
達
で
「
特
別
償
却
費
の
う
ち
、
通
常
白
償
却
範
囲
額
を

と
え
る
金
額
」
ク
「
製
造
原
価

κ算
入
し
た
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
L

(

基
本
通
達
一
人

O
の
五
)
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
粕
別
償
却
制
度

を
利
用
し
た
企
業
の
大
部
分
は
特
別
償
却
損
過
瀬
を
原
価
外
損
失
(
営
楽
外
費
用
〉
と
し
て
処
却
し
て
い

A
o
他
方
、
若
干
の
企
業

l
i

七
と
え
ば
、
川
崎
製
鉄
平
件
友
金
属
た
ど
ー
ー
は
、
税
務
当
局
が
「
法
人
が
利
益
白
処
分
と
し
て
、
固
定
資
産
の
減
価
償
却
を
た
し
た

場
合
に
お
い

τ翌
事
業
年
度
の
期
首
に
お
い
て
帳
簿
価
額
を
減
伺
制
し
た
と
み
が
に
は
、
減
価
償
却
を
な
し
た
も
心
と
認
め
、
帳
簿
価
額
を

益 減
処 額
分 し
に左
上い
る と
減き
f聞 は
(貰間
却接
と法
しに
て よ
処り
坦 減
し価
て償
い 却
るのを
。な

し
た
も
Gコ
と

認
め
」

(基十
A
J
油
達
一
一
一
一
ニ
U

て
い
る
白
で
、
特
別
償
却
超
過
額
を
利

も
ち
ろ
ん
、
右
白
一
-
つ
の
会
計
処
川
町
は
、
会
計
理
論
白
側
か
ら
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
不
当
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
モ
れ
に
代
る

適
正
た
会
計
処
弾
を
提
案
し
て
み
て
も
、
そ
れ
は
税
務
減
価
償
却
は
企
業
減
価
償
却
と
一
致
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
と
衝

突
す
る
か
ら
(
か
か
る
原
則
は
少
く
と
も
特
別
償
却
制
度
を
利
用
す
る
企
業
に
は
適
用
し
な
い
と
税
法
が
改
正
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
)
、
モ
の
実
施
は
不

可
能
止
な
り
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
徒
労
に
撚
っ
て
し
ま
ろ
。
こ
こ
に
、
わ
が
国
に
治
け
る
特
別
償
却
の
会
計
処
理
へ
の
理
論
的
接
近
が
立

ち
h
d
〈
れ
仕
一
つ
の
軍
要
た
原
因
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ω
一
角
寺
貞
男
「
特
別
償
却
を
め
仁
る
企
業
利
益
の
表
示
問
題
」
、
経
済
論
議
、
一
九
五
七
年
八
月
号
、
九
月
号
、
事
陥
。

ア
メ
リ
カ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
特
別
償
却
の
会
計
処
理
位
、
法
人
〔
所
得
〕
覗
を
費
用
と
し
て
車
扱
う
会
計
事
務
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
、
か



か
る
実
務
が
ほ
と
ん
ど
存
布
し
な
い
わ
が
凶
へ
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
白

ω
一
九
四
四
年
二
一
月
白
一
会
計
研
究
公
報
部
~
二
二
月
H
M
所
得
税
の
余
計
』
中
町
「
緊
急
施
設
の
特
別
償
却
」
、
一
丸
四
六
年
一
一
月
の
「
金
計
制

究
公
報
第
二
七
月
H
H
緊
急
施
設
片
一
九
計
二
年
一
一
月
白
「
会
計
研
究
公
報
第
四
二
号
H
H
緊
急
施
設
l
1
t減
価
償
却
、
特
別
償
却
と
〔
法
人
〕
所

得
税
L
。
一
九
四
六
年
一
月
の
ぺ
調
査
シ
リ
ー
ズ
第
六
号

U
緊
急
施
設
。
税
務
特
別
償
却
か
ら
生
ず
る
会
計
問
題
』
、
一
九
四
六
年
一
一
月
の
吋
調
査

シ
リ
ー
ズ
第
八
号
U
緊
急
施
設
の
戦
後
会
計
実
務
』
。

ω
カ
ナ
ダ
で
は
、
一
九
凶
九
年
に
税
務
会
計
で
件
除
を
う
け
る
た
め
に
は
「
資
本
費
用
控
除
〔
税
務
減
仙
償
却
い
は
勘
定
帳
簿
〔
元
帳
〕
に
査
一
部
さ

れ
、
〔
財
務
〕
諸
去
に
反
世
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
所
得
税
規
則
第
一
一

C
C条
町
田
)

L

r

い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
た
が
、
会
計
士
な
ど
が

強
力
に
そ
れ

r
反
対
し
た
結
果
、
一
九
五

O
年
に
修
正
さ
れ
、
一
九
五
四
牛
に
い
た
り
つ
い
に
鹿
止
さ
れ
た
。

3
P
Eロ
OHhr
呂
目
立
F
長
百
戸
口

伊
岡
山
口
己
〉
司
司
B
R
E
E
ロo
-
u
H
O
E
5
5ロ
山
口
品
目
立
日
目
ι
H
p
o
o因
。
叶
E
R
m
¥一
吋
雪
国
s
g惑
-RgE京
電
同
町
、
守
。
H
円
、
苦
言
宗
札
、
い
て
弘
司
、
E
N
G
3肩
口
三

ミ
。
}ω
耳
E
四
呂
町
也
』
国

N

白
)
な
お
、
右
の
よ
う
に
税
務
減
価
償
却
を
企
業
減
価
償
却
に
制
限
す
る
規
定
は
、
現
在
デ
ン
マ
l
グ
、
フ
ラ
ン
ス
、

オ
ヲ

γ
〆
、
ス
エ
l
デ
ン
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

(ω
広
口
σ可

Uhvく同島
m
o
p
-口。町民
o
n
M
E
M
O
P
E
n
o
s
o
J
F
u
n
o
ω
Pロハ凶の
2
4
Z
¥ら
入
品
目
。
干

主

芯

句

同

EAW吉
正
r

]
己
可
]
坦
m
u
y
司
唱

N
G
N
M
C日
〕

川
刊
懐
此
之
助
「
棚
卸
評
価
の
改
王
通
達
遂
条
僻
説
、
産
菜
経
別
、
一
九
五
三
年
六
月
号
、
九
九
頁
。

ω
右
の
改
』
通
達
が
で
る
以
前
に
、
当
時
国
税
庁
法
人
税
課
に
所
制
し
て
い
た
武
凹
昌
輔
氏
は
、
そ
れ
と
は
別
白
根
拠
か
ら
で
は
あ
る
が
、
特
別
倣

却
超
過
組
は
「
原
価
外
」
と
し
「
営
業
外
損
失
と
し
て
処
到
す
べ
き
で
あ
る
L

(

武
田
昌
輔
「
税
法
に
お
け
る
開
価
償
却
制
の
原
価
性
」
、
産
業
経
鼎
、

一
九
五
二
年
一

O
月
母
、
一

(υ
五
頁
)
と
主
張
し
、
つ
ず
い
℃
、
特
別
償
却
制
が
骨
組
償
却
相
当
額
以
下
ー
と
な
っ
た
場
合
「
原
仙
と
し
て
計
ヒ
ず

べ
き
償
却
額
」
は
普
通
償
却
相
当
額
「
と
す
べ
主
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
超
過
引
当
金
は
「
そ
れ
以
降
順
次
に
取
り
民
さ
れ
る
と
と
と

な
る
の
巴
あ
る
。
」
「
も
ち
ろ
ん
、
こ
的
場
合
の
〔
超
過
引
当
令
か
ら
張
反
さ
れ
た
〕
利
益
剰
余
金
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
党
惜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
L

(

一
心
六
五
〉
と
り
父
て
い
た
。

制
一
九
五
四
年
に
当
時
川
崎
製
鉄
の
正
副
謀
長
で
あ
っ
た
前
田
寿
氏
は
つ
ぎ
の
土
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
従
来
原
川
と
し
て
或
は
原
価
件
損
失
と

L

て
処
世
さ
れ
た
特
別
償
却
費
〔
紐
過
額
〕
を
例
え
ば
、
特
別
償
却
引
当
新
立
金
の
如
き
名
称
に
よ
り
こ
れ
を
当
期
利
益
の
姐
分
引
日
と
な
す
べ
き
こ

と
を
提
唱
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
特
別
仇
却
を
利
益
処
分
の
形
で
行
う
場
合
一
方
に
お
け
る
形
式
ヒ
の
減
価
償
却
引
当
金
制
度
と
の
問
迎
を

特
別
償
却
と
損
前
副
掛
の
読
み

第
八
十
じ
巻

第



特
別
償
却
之
担
益
計
算
の
歪
み

第
八
十
七
巻

t布

号

調
節
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
税
法
は
原
仙
外
性
を
認
め
る
も
、
こ
れ
が
当
期
の
損
金
と
し
て
認
め
ら
れ
る
為
に
は
税
法
取
版
迫
述
二
一
一
ニ
、
並
に

二
心
八
に
於
て
こ
の
償
却
が
会
社
の
雌
神
上
減
価
償
却
引
当
金
が
正
し
く
設
定
せ
ら
れ
て
い
る
こ
之
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
為
に

は
決
算
財
務
諸
表
に
於
て
当
該
特
別
償
却
費
〔
超
過
額
〕
に
応
ず
る
引
当
金
を
計
上
す
る
と
共
に
、
他
方
同
額
は
当
期
提
失
に
副
上
せ
ず
、
資
産
自

部
に
減
価
償
却
引
w
T
告
の
見
返
勘
定
を
設
置
し
て
向
く
こ
と
を
聖

L
、
こ
の
見
返
勘
定
は
税
務
申
刊
の
決
算
書
に
於
て
は
一
積
の
架
空
資
産
と
し
て

自
己
否
認
を
口
引
い
申
告
書
除
算
を
す
る
と
共
に
会
社
帳
禅
ヒ
は
株
主
総
会
終
了
日
に
利
益
処
分
に
よ
る
特
別
償
却
引
当
秘
立
金
を
取
り
崩
し
て
相
殺

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
n

」
(
前
旧
寿
「
鉄
釧
界
の
経
圏
実
務
上
の
問
題
点
|
|
企
業
合
理
化
促
進
法
に
よ
る
特
別
償
却
設
母
性
M
W
K
其
の
経
型
処
-

皿
に
就
い
て
、
企
業
会
副
、
一
九
五
四
年
四
月
号
、
一
台
六
一
五
七
耳
)

な
お
「
晶
近
、
証
券
眠
引
法
心
有
価
証
券
報
告
書
制
度
に
お
い
て
、
公
認
会
計
士
の
監
査
一
市
明
か
肱
脅
し
、
報
告
書
を
受
旧
日
す
る
大
蔵
省
理
財
局

の
担
坦
官
は
、
税
法
の
特
別
償
却
制
度
の
う
ち
、
怖
に
初
年
度
二
分
の
一
特
別
償
却
〔
が
普
通
償
却
相
当
額
を
こ
え
る
部
分
〕
は
、
剰
余
金
計

且
喜
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
訂
政
指
導
を
行
う
よ
う
に
な
り
L

(

竹
内
益
五
郎
「
加
速
償
却
と
特
別
償
却
制
度
」
、
産
業
経

E
、
一
九
六
の
一
年
一

O
H
号
、
一
二
心
具
)
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
を
括
表

L
t
い
る
。
「
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
償
却
〔
超
過
]
甑
の
〔
利
益
剰
余
金
計
草
書
へ

の
〕
計
上
は
、
本
来
な
ら
ば
そ
れ
以
後
の
事
業
年
度
に
配
分
さ
る
べ
き
額
を
事
前
に
一
時
に
計
上
す
る
こ
と
に
な
り
、
圧
し
い
期
間
損
益
計
耳
町
立

場
か
ら
は
問
題
の
あ
る
も
の
で
す
が
、
監
督
説
明
の
取
扱
七
は
特
別
の
車
扱
い
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
剰
余
金
計
算
書
に
計

上
す
れ
ば
監
査
証
明
と
は
問
題
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
」
(
戊
地
芳
年
「
利
益
処
分
に
よ
る
減
価
償
却
に
つ
い
て
」
、
企
業
会
計
、
一
九
六

O
年
八
月
号
、
一
五
七
頁
)

と
こ
ろ
が
、
昨
年
発
表
さ
れ
た
『
企
業
会
計
原
則
と
関
係
諸
法
令
と
の
調
轄
に
関
す
る
意
見
書
』
の
第
三
「
有
形
固
定
資
産
の
減
価

償
却
に
つ
い
て
」
が
は
じ
め
て
特
別
償
却
制
度
に
た
い
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
却
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
特
別
償
却
の
会
計
処
理

を
め
く
っ
て
論
議
が
に
わ
か
に
治
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
た
っ
た
。
周
和
の
よ
う
に
、
連
続
意
見
書
第
三
は
「
特
別
償
却
制
度
に
つ
い
て



は
、
企
業
白
適
正
な
期
間
損
益
計
現
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
、
特
別
償
却
制
度
全
利
用
し
た
企
業
が

「
正
規
の
減
仙
償
却
」
を
す
る
前
捉
条
件
と
し
て
「
減
仙
償
却
の
決
定
は
確
定
し
た
決
算
に
お
い
て
し
た
け
れ
ば
な

b
な
い
と
す
る
税

法
の
建
前
を
改
め
て
も
ら
う
こ
と
」
を
要
望
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
特
別
償
却
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
積
極
的
指
市
を

与
え
ず
、
む
し
ろ
会
計
専
門
家
白
論
議
を
ま
ワ
か
つ
こ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

τ、
モ
れ
を
梢
う
意
味
で
、
特
別
償
却
の
会
計

処
却
に
つ
い
て
の
試
案
が
提
出
さ
れ
た
乙
と
は
け
だ
し
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
山
下
勝
治
教
授
は

企
業
会
計
原
則
連
続
「
意
見
書
白
染
望
す
る
と
こ
ろ
の
課
題
は
、
実
は
〔
特
別
〕
償
却
制
度
そ
れ
自
体
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
と

し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
特
別
償
却
制
度
を
前
提
と
し
て
、
モ
山
上
で
期
間
損
益
計
算
の
適
正
化
と
い
う
問
題
を
解
決
す
べ
き
財
務

会
計
の
課
題
と
し
て
こ
れ
を
う
け
と
る
と
い
う
態
度
が
重
要
な
の
で
あ
る
」

(
山
下
勝
治
「
特
別
償
却
、
と
損
益
計
算
の
否
み
ー
ー
そ
の
調
整
方

法
に
つ
い
て
の
試
み
」
、
産
業
経
理
、

一
九
六
一
年
一
月
号
、
二
三
頁
ω

以
下
、
引
用
す
る
場
合
に
は
、
頁
り
み
を
記
ナ
。
)
と
い
う
立
場
か

b
、
特
別

償
却
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
つ
ぎ
臼
上
う
な
独
自
由
試
案
を
提
出
し
て
い
弘
n

「
と
こ
に
特
別
償
却
制
度
目
下
で
解
決
す
べ
き
財
務
会
計
白
問
題
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
沿
い

τは
、
少
く
と
も

次
mw
諸
点
が
合
理
的
に
解
、
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

イ
、
特
別
償
却
制
度
目
下

k
b
w
て
、
モ
白
期
間
損
益
計
算
の
歪
み
士
正
し
、
己
れ
を
適
正
化
す
る
己
と
。

ロ
、
モ
う
し
た
方
式
白
下
で
、
固
定
資
産
の
貸
借
対
照
表
白
表
一
日
が
会
計
原
則
白
一
安
請
に
適
合
す
る
形
態
を
と
る
こ
と
。

戸
、
立
常
償
却
費
と
特
別
償
却
費
〔
超
過
額
〕
と
の
分
離
が
、
勘
定
而
に
明
確
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
。
-

し
か
も
、
原
価
計
算
上

の
正
常
減
価
償
却
費
白
範
囲
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

三
特
別
償
却
制
度
白
下
で
期
間
損
益
計
算
の
適
正
化
方
式
を
案
出
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
租
税
上
白
特
別
措
置
を
う
け
る
に
必
要

特
別
償
却
と
損
益
計
算
の
歪
み

第
八
十
七
巻

第
三
号



特
別
償
却
と
損
益
計
葬
の
弄
み

第
八
十
七
巻

四

第
三
号

回

た
諸
条
件
を
充
た
し
う
る
も
の
で
あ
る
ζ

と
0

・
」

〈
二
=
一
頁
)

「
こ
の
方
式
の
下
で
考
え
ら
れ
る
具
体
的
な
方
向
は
次
の
よ
う
で
あ

Q 
O 

(イ)

特
別
償
却
実
施
の
事
実
在
明
り
よ
う
に
表
市
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
貸
借
苅
照
表
上
に
、
特
別
償
却
〔
超
過
額
〕
に
見
合
う
引

当
金
を
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
金
額
で
明
確
に
区
別
し
て
表
示
す
る
こ
と
。

(ロ)

そ
れ
に
も
拘
b
ず
、
特
別
償
却
実
施
期
間
の
損
益
計
算
か
ら
特
別
償
却
費
〔
超
過
額
〕
の
計
上
士
実
質
的
に
排
除
し
て
、
己
れ

を
正
常
在
損
益
計
算
の
姿
に
引
き
戻
す
た
め
に
は
、
借
方
科
目
と
し
て
の
特
別
償
却
費
勘
定
を
損
益
計
算
書
に
計
上
し
悲
い
で
、
己
れ

を
繰
延
資
産
化
し
て
、
貸
借
対
照
表
記
載
と
す
る
方
式
を
と
る
以
外
に
た
い
。

上
白

ωの
方
式
を
採
る
場
合
、
貸
借
対
照
表
に
表
示
さ
れ
る
特
別
償
却
〔
超
過
額
〕
陀
見
合
う
「
特
別
償
坤
引
当
金
」
は
、
も
と
も

そ
し
て
同
の
方
式
で
貸
借
対
照
表
借
方
に
表
示
さ

れ
る
「
特
別
減
価
償
却
費
」
は
当
該
年
度
が
負
担
す
べ
き
E
常
在
費
用
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
白
で
、
己
れ
を
繰
延
資
産
化
し
て
、
そ
の

後
白
期
間
損
益
計
算
に
漸
次
費
用
化
し
、
も
っ
て
そ
の
後
の
期
間
損
誰
計
算
を
適
正
に
す
る
こ
と
に
役
立
つ
。
」
(
二
克
二
六
頁
〕

「
以
上
の
構
想
か
ら
一
考
え

b
れ
る
方
法
一
世
、
い
い
ま
仮
設
例
に
よ
っ
て
市
し
て
み
る
。

イ
、
特
別
償
却
該
当
機
械
の
原
価
一

O
、
0
0
0円

と
利
誌
か
ら
留
保
さ
る
べ
者
利
益
留
保
引
当
分
の
前
取
り
と
し
て
理
解
す
る
。

ロ
、
法
定
耐
周
年
数
は
五
カ
年

ハ
、
」
初
年
度
一
一
分
の
一
特
別
償
却
L

し
し
、
定
額
法
寺
採
用
す
る
。

減
価
償
却
費
計
算
例

a
、
普
通
償
却
の
場
合

第
一
年
度
第
五
年
度
各
一
、
八

O
O円
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特
別
償
却
と
損
益
計
算
り
充
み

第
八
十
七
巻

ノ、

第
三
号

二ベ

ロ・

4
軒
目
」
跨
止
岨
一
出
持

r
g
c

間
出
酉
九
時
比
若
山
市
山
静

Y
由
。
司

ω
阿
部
利
良
教
授
け
す
で
に
数
年
前
に
「
特
別
償
却
〔
制
度
〕
の
問
題
に
関
し
て
は
、
少
く
と
も
「
企
業
会
計
原
則
。
側
か
ら
何
ら
か
の
積
極
的
な

見
解
の
表
明
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
(
岡
部
利
良
「
税
法
上
の
い
わ
ゆ
る
特
別
償
却
費
白
問
題
(
二
・
完

)
1
1
1わ
が
闘
に
お
け
る
そ
の

性
質
左
会
計
的
処
理
の
方
法
吉
中
心
と
し
て
」
、
税
経
辺
信
、
一
九
五
五
年
、
六
月
号
、
五
五
瓦
)
主
主
張
し
℃
い
た
が
、
今
岡
由
連
続
意
第
一
一
一
は

か
か
る
主
張
を
お
そ
ま
き
な
が
ら
と
り
あ
げ
た
も
の
左
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ω
諸
升
勝
之
叫
「
減
価
償
却
意
見
書
の
基
本
的
考
え
方
仲
」
、
産
業
経
理
、
一
九
六

O
年
人
月
号
、
四
五

E
。

竹
内
益
主
町
民
は
「
こ
の
意
見
書
の
主
眼
は
、
特
別
償
却
〔
超
過
額
〕
は
確
定
決
算
の
費
用
項
目
に
計
上
し
な
い
で
、
刑
訴
剰
余
金
の
処
分
項
目

と
し
て
も
税
法
上
と
れ
を
損
金
と
認
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
u

〔
し
か
し
〕
現
在
で
も
、
利
益
処
分
に
よ
る
減
価
償
却
も
一
定
の
条
件

さ
え
充
せ
ば
そ
の
損
金
性
が
一
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
税
法
上
申
配
慮
を
特
に
云
々
す
る
必
要
が
な
い
こ
主
に
な
る
」
(
竹
内
、
前

掲
、
一
一
二
頁
)
主
い
っ
て
い
る
が
、
特
別
償
却
超
過
額
を
利
益
処
分
に
よ
る
減
価
償
却
と
し
て
処
理
し
て
も
、
問
題
。
吏
O
解
決
に
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
竹
内
氏
は
「
問
題
は
、
企
業
が
、
税
法
上
白
特
別
償
却
口
超
過
額
い
を
、
な
ぜ
利
益
剰
余
金
の
叫
分
項
目
と
し
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

企
業
が
税
法
上
の
特
別
償
却
〔
超
過
額
〕
を
損
益
計
草
書
白
山
日
用
項
目
と
し
、
利
益
剰
余
金
の
処
分
項
目
と
し
な
い
り
は
、
〔
特
別
償
却

制
度
は
公
正
安
当
な
企
業
会
計
の
基
準
で
あ
る
と
す
る
〕
見
解
を
と
る
か
ら
で
忘
る
。
特
別
償
却
制
度
は
適
正
な
企
業
会
計
百
手
続
で
な
い
と

い
う
よ
う
に
即
断
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
」
(
竹
内
、
前
掲
、
一
一
二
頁
〉
と
い
っ
て
い
る
が
、
い
か
な
る
根
拠
を
持
出
し
て
も
、

か
か
る
主
張
は
ま
っ
た
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。

ω
こ
の
点
に
つ
い
て
、
馬
場
克
三
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
意
見
書
は
特
別
償
却
〔
超
過
額
〕
が
施
行
さ
れ
る
各
年
度

に
お
い
て
、
そ
の
過
大
分
を
後
年
度
む
た
め
に
引
当
て
、
ま
た
特
別
償
却
〔
超
過
〕
時
の
税
負
担
程
減
と
後
年
度
の
税
負
担
加
置
と
の
調
撃
を
と
る

た
め
の
大
体
の
方
針
だ
け
で
も
一
叫
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
に
(
馬
場
克
三
「
減
価
償
却
に
闘
す
る
意
見
書
り
吟
味
」
、
税
経
セ
ミ
ナ
ー
、

一
九
六

O
年
一
月
号
、
八
頁
〕

ω
山
下
教
授
の
試
案
は
、
教
授
ぷ
参
加
し
た
租
研
大
阪
大
会
円
卓
会
議

ω「
税
法
と
企
業
会
計
原
則
連
続
意
見
書
」
(
一
九
六

O
年
一
心
月
一
一
日
)

で
の
「
特
別
償
却
制
度
が
適
正
な
期
間
損
議
引
算
を
岨
脅
し
た
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
k
業
見
書
に
お
い
て
要
望
し
て
お
り
ま
す
が
、



一
部
の
刊
読
む
間
保
と
し
て
制
度
上
及
び
会
計
処
即
上
明
昨
に
し
て
川
閣
損
f

八
聞
を
在
め
な
い
調
整
方
法
を
と
れ
ば
l
l例
え
ば
俳
別
償
却
準
備

金
の
劃
く
い
っ
た
ん
特
別
償
却
〔
超
過
〕
相
当
分
を
別
途
に
間
保
し
て
お
き
、
雨
後
一
定
の
割
合
で
昔
通
航
却
引
当
金
に
振
替
え
℃
ゆ
く
方
法
を
と

る
叫
く

i
ー
た
ん
ら
か
の
調
整
を
計
れ
ば
良
い
」
(
日
本
粗
税
耐
究
協
会
「
第
十
二
回
研
究
大
会
記
録
』
、
一
九
六

O
年
、
三
四
O
頁
)
、
と
い
う
発

言
を
具
体
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
山
下
教
授
の
試
案
と
基
本
的
に
は
阿
じ
考
え
方
に
立
つ
試
課
が
す
で
に
平
尾
助
教
授
に
上
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

計
と
税
務
会
計
と
の
調
整
心
方
向
」
、
〔
長
崎
大
〕
経
告
シ
一
経
済
、

-1ん
五
九
年
六
月
号
、
九
二

l
九
四
頁
、
事
問
。
)

(
平
尾
男
「
令
議
会

さ
て
、
以
上
要
点
の
み
を
ピ

y

ク
・
ア
ッ
プ
し
た
山
下
教
授
の
試
案
は
、
た
し
か
に
「
期
間
損
益
計
算
の
観
点
か
ら
は
、
特
別
償
却

制
度
白
下
で
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
特
別
償
却
費
〔
超
渦
額
〕
の
適
正
配
分
白
効
果
を
実
質
的
に
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
期
間
計
算

の
適
正
化
を
期
待
す
る
巧
妙
な
方
法
」
ハ
二
六
頁
)
に
は
ち
が
い
沿
い
が
、
私
は
モ
れ
に
賛
成
し
か
ね
る
の
で
、
均
七
の
基
礎
と
な
っ
て

h

る
考
え
方
に
い
く
つ
か
の
疑
問
を
さ
し
は
き
み
た
い

F
一
思
う
。

ま
ず
第
一
に
、
教
援
は
「
租
税
上
の
特
別
措
匠
を
う
け
る
白
に
必
要
な
諸
条
件
を
充
た
し
う
る
も
の
で
あ
る
己
と
」
(
一
一
一
一
一
頁
)
を
心

懸
け
な
が
ら
、
教
授
が
導
き
出
し
た
会
計
処
児
は
あ
き
ら
か
に
か
か
る
諸
条
件
に
合
致
し
で
い
左
い
。
も
っ
と
も
、
と
の
と
と
は
教
援

自
身
も
部
分
的
に
認
め
て
語
り
、
「
税
法
的
(
現
行
の
)
要
請
を
十
分
に
満
足
せ
し
め
な
い
形
式
を
と
る
己
と
に
な
る
か
も
知
れ
た
い
」

(
二
五
頁
)
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
税
務
減
価
償
却
は
企
業
減
価
償
却
と
一
致
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
悼
と
い
う
税
法
規
定

が
廃
止
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
か
か
る
規
定
は
特
別
償
却
制
度
を
利
用
す
る
企
業
に
は
適
用
し
た
い
と
改
正
さ
れ
る
こ
と
を
は
じ
め
か
ら

前
提
と
し
て
、
所
論
社
展
開
す
ベ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
モ
う
し
た
方
が
、
矛
盾
な
く
所
論
を
展
開
で
を
た
に
ち
が
い
な
い
。

特
別
償
却
と
損
話
計
算
の
歪
み

第
八
十
七
巻

一じ

第

号

七



制
別
償
却
と
損
話
引
算
の
歪
み

第
八
十
七
巻

ノL

第

号

ノ1

第
二
民
、
教
援
は
「
貸
借
対
照
表
上
で
は
、
モ
こ
で
実
施
さ
れ
た
特
別
償
却
円
超
過
〕
相
当
額
を
明
り
よ
う
な
形
で
こ
れ
を
表
示
す

る
と
い
う
方
式
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
は
、
特
別
償
却
制
度
を
採
用
し
た
と
い
う
事
実
を
明
り
よ
う
に
表
示
す
る
工
夫
が
必

要
と
な
る
」
(
二
五
頁
)
よ
く
り
か
え
し
強
調
し
て
い
る
が
、

さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
税
務
会
計
と
企
業
会
計
は
別
物
で
あ
る
と
い
う

前
提
に
立
て
ば
、
そ
の
必
要
は
ま
ヮ
た
く
な
い
と
い
「
一
て
よ
い
。
な
ぜ
た
ら
、
税
務
会
計
で
計
上
す
る
特
別
償
却
超
過
額
は
企
業
会
計

上
の
取
引
と
し
て
の
要
件
を
な
ん
ら
そ
な
え
て
い
在
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
税
務
会
計
に
計
上
す
る
予
定
と
在
っ
て
h
る
特

別
償
却
超
過
額
士
あ
ら
か
じ
め
企
業
会
計
に
持
込
ん
で
、
取
引
と
し
て
処
附
与
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
損
益
計
算
耐
に
ゆ
が
み
が
生
じ
な

い
よ
う
な
工
夫
を
こ
ら
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
特
別
償
却
引
当
金
勘
定
に
た
い
し
て
見
返
勘
定
を
た
て
て
備
忘
勘
定
を
形
成
す
る
白

と
は
わ
け
が
ち
が
う
が
ら
(
も
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
ら
、
脚
注
表
示
で
充
分
な
は
ず
で
あ
る
J
、
部
分
で
あ
る
に

L
ろ
税
務
会
計
と
企
業
会
計

を
混
同
す
る
訣
り
を
や
か
す
と
と
を
意
味
す
る

Q

そ
ζ

で
、
か
か
る
誤
り
を
さ
け
る
た
め

rは
、
こ
の
一
場
合
何
を
企
業
会
計
の
取
引
と

し
て
処
理
す
べ
き
か
が
当
然
問
題
と
な
る
が
、
と
こ
で
は
そ
れ
に
答
え
ず
、
先
に
進
む
と
L
ょ
う
。

第
三
に
、
救
援
は
「
特
別
償
却
〔
超
過
額
〕
は
減
価
償
却
と
い
う
形
式
で
行
う
一
種
の
利
益
留
保
の
形
式
で
あ
る
」
と
い
う
「
特
別

償
却
〔
超
過
額
)
の
も
つ
本
質
な
い
し
性
格
に
つ
い
て
の
一
貫
し
た
考
え
方
を
前
提
と
し
て
い
る
。
L

(
二
五
頁
)
た
し
か
に
、
特
別
償

却
制
度
の
本
質
を
把
握
し
で
、
そ
の
上
で
特
別
償
却
の
会
計
処
理
を
考
案
す
る
こ
と
は
正
し
い
接
近
法
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
特
別
償
却

制
度
の
本
質
が
正
し
く
把
握
さ
れ
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
ワ
て
〈
る
も
の
で
あ
る
。
教
授
の
特
別
償
却
本
質
観
は
特
別
償
却
超
過
額
が

企
業
会
計
で
計
上
さ
れ
る
と
い
ろ
大
前
提
を
お
い
て
形
成
戸
一
れ
て
い
る
。
育
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
税
務
会
計
上
の
特
別
償
却
超
荊

績
を
企
業
会
計
F
持
込
む
こ
と
は
、
た
と
正
損
益
計
算
面
陀
ゆ
が
み
が
生
じ
な
い
よ
う
な
工
夫
を
ほ
ど
こ
し
て
も
、
明
ら
か
に
税
務
会

計
と
企
業
会
計
を
混
同
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
る
と
、
牧
師
担
の
よ
う
に
特
別
償
却
制
度
目
も
つ
一
本
質
的
性
絡
を
県
解
し
て
は
誤
り
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表附

年特
別
償
却
と
損
益
計
算
円
歪
み

で
あ
り
、
特
別
償
却
制
度
は
税
務
会
計
で
減
価
償
却
を
加
速
化
し
で
企
業
に
無
利
子
の
財

政
融
資
を
あ
た
え
る
一
手
段
で
あ
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
例
。
い
ま
、
さ
き
に
引
用

し
た
教
授
の
仮
設
例
を
か
り
る
と
、
モ
の
場
合
課
税
所
得
額
は
附
表
d
制
に
一
車
し
た
よ
う

に
第
一
年
度
に
三
、
二

O
O円
減
少
し
、
第
四
年
度
一
、
四

O
O円
、
第
五
午
度
一
、
八

0
0円
増
加
す
る
。
そ
し
℃
、
法
人
税
率
が
耐
用
年
数
の
間
四

O
%の
水
準
に
維
持
さ
れ

る
な
ら
ば
、
法
人
税
は
附
表

e
欄
に
示

L
た
よ
う
に
、
第
一
年
度
に
て
こ
爪

O
円
減
税

さ
れ
、
第
四
年
度
に
五
六

O
円
、
第
五
年
度
K
七
二

O
円
増
税
さ
れ
る
。
い
い
か
え
る
と
、

第
一
年
度
に
本
来
納
む
べ
き
法
人
税
が
第
四
・
第
五
年
度
ま
で
繰
延
べ
て
支
払
わ
れ
、
結

局
課
税
が
延
期
さ
れ
た
己
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
企
業
は
特
別
償
却
制
度
を
利
用
寸

る
と
、
納
税
の
延
期
が
で
き
る
か
b
、
モ
の
間
無
利
子
で
国
家
資
金
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
、
無
利
子
の
財
政
融
資
士
う
け
た
と
同
じ
効
果
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

企
業
会
計
で
は
こ
白
ょ
う
た
無
利
子
白
財
政
融
資
の
借
入
・
返
済
を
、
法
人
税
の
減
税
・

増
税
の
過
程
と
組
合
せ
て
、
取
引
と
し

τ処
理
す
れ
ば
よ
い
こ
と
と
た
る
。

第
四
払
、
教
授
白
試
案
は
た
し
か
に
「
特
定
期
間
に
し
わ
寄
せ
さ
れ
る
特
別
償
却
費

〔
超
過
〕
相
当
額
-

主
全
損
益
計
算
期
間
比
わ
た
っ

τ適
正
に
配
分
す
る
己
と
を
保
証

す
る
」
(
二
六
頁
)

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
特
別
償
却
制
度
主
設
け
て
国
家
が
せ
っ
か
く
企
業

に
あ
た
え
た
無
利
子
の
財
政
融
資
が
、
国
家
に
返
済
さ
れ
る
以
前
に
(
よ
り
具
体
的
に
い
う

第
八
十
七
巻

第

号

九

九



特
別
償
却
と
損
益
計
算
町
一
歪
み

第
八
十
七
巻

O 

第
三
号

O 

と
、
特
別
償
却
制
度
に
よ
っ
て
減
税
さ
れ
た
法
人
税
が
、
の
ち
に
増
税
の
形
で
追
徴
き
れ
る
ま
え
に
)
配
当
モ
の
他
の
形
を
と
っ
て
、
企
業
外
に
流

出
し
て
し
ま
う
危
険
な
し
と
し
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
無
利
子
の
財
政
融
資
企
企
業
に
あ
た
え
て
、
そ
れ
を
企
業
白
成
長
に
使
わ
せ
る

と
い
う
特
別
償
却
制
度
の
機
能
が
そ
こ
な
わ
れ
る
己
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
税
法
の
要
請
に
し
た
が
い
一
般
に
治
己

な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
特
別
償
却
超
過
額
を
営
業
外
費
用
と
し
て
処
理
す
れ
ば
、
特
別
償
却
超
過
額
心
四

O
%に
相
当
す
る
法
人
税
減

税
分
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
特
別
償
却
超
過
額
白
六

O
%に
相
当
す
る
企
業
の
自
己
義
積
分
と
が
、
の
ち
に
課
税
所
得
と
企
業
利
益
と

が
自
動
的
に
増
加
す
る
ま
で
、
完
全
に
企
業
内
部
に
留
保
さ
れ
、
企
業
の
成
長
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、

適
正
た
期
間
損
益
計
算
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
重
大
な
欠
陥
が
存
在
す
る
。
い
晶
、
、
モ
れ
ば
か
り
で
は
た
い
。
右
の
よ
う
な
会
計
処
理

は
、
ほ
人
税
減
税
分
の
一
・
五
倍
に
相
当
す
る
自
己
蓄
積
を
企
業
に
強
制
し
て
、
特
別
償
却
制
度
に
そ
白
本
来
の
機
能
を
は
る
か
に
乙

え
る
過
大
な
役
割
を
課
す
も
の
で
あ
b
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
一
般
に
ゐ
己
な
わ
れ
て
い
る
特
別
償
却
心
会
計
処
理
も
、
そ
れ
に
代
る
べ
く
試
み
ら
れ
た
山
下
教
授
の
一
市
す
会

計
処
理
も
、
適
正
左
損
益
計
算
と
無
利
子
白
財
政
融
資
白
企
業
成
長
田
た
め
白
使
用
と
を
同
時
に
保
証
す
る
も
の
と
は
な
り
え
な
い
白

T
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
と
は
異
る
別
個
白
会
計
処
軒
に
よ
っ
亡
、
右
の
点
を
解
決
し
な
く
て
は
な

b
な
い
の
で

あ
る)

 
1
 

(
 
高
寺
貞
男
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論
」
、
経
済
論
叢
、
一
九
五
六
年
七
月
号
、
参
照
。

四

で
は
、
適
正
な
期
間
損
総
計
算
と
無
利
子
白
財
政
融
資
の
企
業
成
長
へ
の
使
用
と
い
う
二
条
件
を
同
時
に
満
た
ず
に
は
、
わ
れ
わ
れ



は
ど
D
よ
う
な
会
計
処
理
士
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
解
決
D
方
向
は
、
す
で
に
前
章
で
山
下
教
授
の
試
案
を
吟
味

す
る
過
程
で
、
暗
示
し
て
沿
い
土
白
で
、
以
下
た
だ
ち
に
私
な
り
に
考
え
て
み
た
特
別
償
却
の
会
計
処
理
主
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
す
る
。

特
別
償
却
制
度
を
利
用
す
る
企
業
は
、
税
務
会
計
で
計
上
す
る
こ
と
に
な
っ
亡
い
る
特
別
償
却
額
を
そ
む
ま
ま
企
業
会
引
に
受
入
れ

る
と
と
な
く
、
ま
ず
、
毎
年
減
価
償
却
を
普
通
償
却
相
当
額
で
も
っ
て
計
上
す
る
。

ワ
ま
り
、

つ
ぎ
む
よ
う
な
仕
訳
を
す
る
の
で
あ
る
。

(
以
下
金
額
は
す
べ
て
山
下
教
授
の
仮
設
例
に
よ
っ
て
い
る
凶
附
表
参
照
。
)

斡
「

p

p

r
日
骨
同
附
〔
蒔
社
)
郡
富
癖
止
]
糊

5
8
1
(時
u
q
)
議
露
陣
頭
時
汁
斉
唱
時
富
時
書
岨
一
昨
除
H
h
g

づ
ぎ
に
、
特
別
償
却
制
度
に
よ
っ
て
法
人
税
が
減
税
と
な
る
年
度

ω利
益
を
(
翌
年
度
に
入
っ
て
か
ら
)
処
分
す
る
時
、

税
相
当
額
を
未
処
分
利
益
剰
余
金
勘
定
か
ら
「
特
別
償
却
に
よ
る
無
利
子

ω財
政
融
資
勘
定
」
と
い
う
一
種
の
長
期
負
債
勘
定
へ
長
替

法
人
税
の
減

え
る
処
理
を
す
る
。
こ
れ
を
仕
訳
の
形
式
で
示
す
と
、

つ
ぎ
の
よ
、
つ
に
た
る
。

判
明

H
有
用
(
奇
u
q
)
山
神
話
匂
世
」
跡
哩
」
掃
除
H
h
g
n
(
時
u
q
)

訴
浬
海
苔
R
H
N
V
始以
2
4
6翠
界
聖
路
「
N
m
C

己
の
場
合
、
人
に
よ
っ
て
は
利
益
処
分
に
よ
づ
て
長
期
負
債
が
生
ず
る
己
と
に
疑
問
を
い
だ
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
特
別
償
却
制
度

に
よ
っ

τ減
税
と
た
っ
た
法
人
税
は
企
業
が
い
つ
ま
で
も
勝
手
に
使
用
し
う
る
積
立
金
で
は
た
く
、

い
ず
れ
政
府
に
法
人
税
納
入
の
形

で
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
庫
か

b
の
借
入
金
(
政
府
持
分
)
左
白
で
あ
る
。

己
の
己
と
は
、

法
人
税
を
特
別
償
却
制
度
を
利
用

し
な
い
で
平
常
通
り
納
入
し
、
つ
ぎ
に
政
府
か
ら
特
別
償
却
制
度
に
よ
る
法
人
税
減
税
相
当
額
を
借
受
け
た
場
合
を
想
定
し
、
つ
ぎ
の

三
つ
の
仕
訳
が
一
つ
の
仕
訳
に
間
約
化
さ
れ
た
と
擬
制
し
て
み
れ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
部
社
)
沖
憤
め
謹
臥
噛
」
ゆ
同
巴
凶
∞
D
H
(
時
社
)
時
〉
詔
Y
M
由。

(諒
u
q
)

路
〉
設
Y
M
g

H
(
時
u
q
)

調
砂
時

E
H錨
除
rM
∞。

特
別
悦
却
と
損
益
計
算
の
在
み

第
八
十
七
者

第
二
一
号



韓
別
償
却
と
損
益
計
算
白
歪
み
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八
十
じ
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第
三
号

リ
(
略
社
)
帰
国
出
時
閣
情
伽
回
神
憎
州
防
悶
関
障
附
「
山
川
口

以
上
白
べ
た
よ
う
な
会
計
処
理
を
す
れ
ば
、
企
業
が
特
別
償
却
制
度
を
利
用
し
て
政
府
か
ら
う
け
た
無
利
子
の
財
政
融
資
(
政
府
持

分
)
は
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
正
し
く
表
示
さ
れ
、
か
っ
そ
れ
が
政
府
に
返
済
さ
れ
る
ま
で
企
業
の
成
長
に
使
わ
れ
る
会
計
的
保

(
砕
吋
〕
週
胤
即
時
汗
高
温
昨
「
回
。

証
も
え
ら
れ
る
山
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
法
人
税
が
増
税
と
な
る
年
度
の
利
益
吉
(
翌
年
に
入
っ
て
〉
処
分
す
る
時
に
は
、
法
人
税
の
増
税
相
当
額
を
「
特
別
償
却

に
上
る
無
利
子
の
財
政
融
資
勘
定
」
か
ら
法
人
税
勘
定
へ
振
替
え
る
処
理
を
す
る
。
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
仕
訳
の
形
式
で
一
市
す
と
、

ワ
ぎ
由
よ
う
に
な
る
の

部
恥
材
陣
(
詰
岬
u
q
)

帯
浬
寓
話
円
し
円
割
滞
謹
山
市
岳
連
博
盟
国
岬
印
g
H
(坤
叶
)
昨
〉
説
明
白
C

鵠
町
、
骨
河
(
時
U
司
)
本
田
昌
時
昌
円
ト
打
印
諭
也
」
ボ
缶
四
斗
野
聖
路
寸
回
。
』
(
均
u
q
)

亦
〉
謎
芯
口

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
未
処
分
利
益
刺
余
金
勘
定
か

b
法
人
税
勘
定
へ
の
振
替
額
は
、
右
白
振
替
え
額
だ
け
少
な
く
て
す
仕
。

な
お
、
無
利
子
の
財
政
融
資
は
読
ん
で
宇
の
ご
と
く
利
子
負
担
は
全
然
生
じ
な
い
か

b
、
損
益
計
算
面

k
b
い
て
な
ん

b
特
別
の
会

計
処
理
主
要
し
な
い
n

特
別
の
会
計
処
理
を
し
な
く
て
も
、
(
利
子
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
通
常
の
借
入
金
融
の
場
合
と
比
較
し
て
)
利
子
費

用
が
節
約
さ
れ
る
分
は
損
益
計
算
に
自
動
的
に
反
映
す
る
。

以
上
白
よ
う
な
私
。
考
案
し
た
特
別
償
却
の
会
計
処
理
は
特
別
償
却
制
度
を
利
用
し
た
企
業
に
ゐ
け
る
適
正
な
期
間
損
益
計
算
と
資

産
・
持
分
計
算
を
保
証
し
、
モ
れ
と
同
時
に
当
該
企
業
が
政
府
か
ら
う
け
た
無
利
子
白
財
政
融
資
が
企
業
成
長
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を

も
保
証
す
る
も
白
で
あ
る
。
私
自
案
出
し
た
会
計
処
理
に
よ
れ
ば
、
特
別
償
却
制
度
に
そ
白
本
来
の
機
能
を
は
た
さ
せ
た
が
ら
、
モ
れ

が
及
ぼ
す
悪
影
響
か
ら
企
業
会
計
を
守
っ
て
、
企
業
会
計
白
適
正
化
と
企
業
財
務
の
強
化
の
同
時
遂
行
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。


